〔物品購入基本契約約款〕
第１条（目的）　この物品購入基本契約約款（以下「約款」という。）は、関電プラント株式会社（以下「発注者」という。）と機器・装置および資材（以下「物品」という。）の購入契約（修理および改造を含む。以下「契約」という。）を締結する相手方（以下「受注者」という。）との間における契約の履行に関する基本事項を規定する。

第２条（契約の履行）　契約に係わる諸条件のうち、注文書、購入仕様書（設計書、図面を含む。）ならびにその他関係書類（以下これらを総称して「契約書類」という。）に特別の定めのない事項は、すべてこの約款に定めるところによるものとし、発注者および受注者は、これらに従い誠実に契約を履行しなければならない。
第３条（法令等の遵守）　発注者および受注者は、契約に基づくすべての行為について、関連する諸法令、規格および基準を遵守し、これに従わなければならない。

２  受注者は、下請先に対して本契約において自らに課される義務と同等の義務を課すものとする。
第４条（安全の確保）　受注者は､契約の履行にあたって人身および設備等すべての安全の確保のために万全の措置を講じなければならない。また、万一事故および災害が発生した場合、受注者はすみやかに発注者に報告しなければならない。
第５条（機密保持）　機密保持に関しては、別に定める「機密情報の取扱いについて」による。
第６条（官公署に対する申請）　受注者は、契約の履行に必要な官公署に対する許可、認可の申請ならびに諸願届等一切の手続きを受注者の負担において遺漏のないように行ない発注者に迷惑を及ぼさない。但し、契約書類で発注者が直接手続きすることを明示したものはこの限りでない。
第７条（知的財産権）　受注者は、契約の履行にあたって、第三者の知的財産権を使用する場合には、受注者の責任において行なうものとし、当該権利者と発注者との間に紛争を生じさせないよう注意するとともに、発注者に一切迷惑をかけないものとする。発注者または受注者と知的財産権の権利者との間の協議、紛争等に関し、発注者がその解決について受注者に指示した場合は、受注者はこれに従わなければならない。

２  受注者は、知的財産権の権利者が発注者に対して提起した訴訟その他の手続きについて、発注者の費用（弁護士報酬を含む。）、発注者が支払った賠償、ならびに発注者が当該知的財産権につき実施権を得ることを相当と認めて当該実施権の設定を受けた場合は、それに必要な実施料を負担するものとする。
第８条（権利義務の委任譲渡）　受注者は、名称形式の如何を問わず、契約に関する権利義務の全部または一部を第三者に委任、譲渡、または他の権利の目的とすることはできない。但し、あらかじめ書面により発注者の承認を得た場合はこの限りでない。
第９条（下請）　受注者は、あらかじめ契約書類に明示した場合以外で第三者に設計、製作または据付を請け負わせる場合は、発注者に文書で通知しなければならない。
２  発注者は、受注者の下請先が著しく不適当であると認めた場合は、いつでも受注者に下請の禁止または変更をさせることができる。
３  受注者が第三者に設計、製作、輸送または据付を請け負わせた場合には、受注者はその下請先の行為について、監督義務を尽くさなければならない。監督義務を尽くしたか否かを問わずすべてその責を負わなければならない。

第１０条（製作）　受注者は、納入物品について契約書類によるほか次の各号の定めるところにより製作しなければならない。

(1)  材料・部品の選択にあたっては、国内規格および発注者の指定する規格に合致するとともに、その使用目的に照らし最適のものを選択し、設計、工作に万全を期し、長期間の使用に耐える優秀な物品を製作すること。

 (2)  同一設計の物品は、完全な互換性を持たせること。

(3)  発注者が別途契約した他の受注者が提供する物品と組み合わせて使用される物品については、発注者を通じて相互に連絡し組合せ使用に遺漏のないように製作すること。

(4)  他の製作者が製作した材料、部品を使用する場合は、発注者が別に指示した場合を除き、受注者の責任において適切な検査を行ない、それぞれ所定の性能を保持させること。
(5)  発注者に図面ならびに技術資料の承認を受けた場合は、受注者の都合によって設計等の変更をすることができない。発注者の承認を必要とするものについて、未承認のまま製作を進めた後で発注者から変更を指示された場合には、受注者の負担において製作をやりなおさなければならない。
第１１条（輸送）　受注者は、物品の荷造り、輸送および保管にあたっては、損傷、劣化、機能低下等を生じないような措置をとらなければならない。
２　受注者は、物品を引渡場所に持ち込む時期、順序、方法その他必要な事項について、発注者の指示を受けなければならない。

第１２条（据付工事）　契約内容に据付工事（以下「工事」という。）を含む場合は、契約書類によるほか次の各号に定めるところによる。

(1)  受注者は、据付物品が契約書類の定める性能を十分に発揮するよう施工しなければならない。

(2)  発注者が別途契約した他の受注者が提供する物品と組み合わせて使用される物品については、発注者を通じて相互に連絡し、組み合わせ使用に遺漏がないように施工しなければならない。

第１３条（修理目的物および支給材料・貸与品の管理）　受注者は、修理目的物、発注者が支給する材料および貸与品等については、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

２  受注者は、前項に定める注意を怠ったことによって発注者に損害を与えた場合は、すみやかにその損害を賠償しなければならない。

３  受注者は、使用済の貸与品、工事の完成、変更もしくは契約解除により不要となった支給材料（残材料を含む。）および貸与品、または返納を要する撤去品がある場合は、契約書類に定められた方法または発注者の指示に従い、速やかに発注者の指定する場所にこれを返納しなければならない。発注者の指定する期日までに返納しない場合は、発注者は、受注者の負担において、これを収納し、または第三者に保管させることができる。

４  修理目的物、支給材料および貸与品等の管理のための費用は受注者の負担とする。
第１４条（工場検査等）　発注者は、必要に応じて発注者の係員を受注者の工場、事務所等に派遣し、受注者の履行状況、材料の品質、目的物の性能その他について工場検査等を行なうことができる。
２  受注者は、前項の検査を実施するにあたって、必要な検査設備および用具、あらかじめ実施した検査結果ならびに関係資料等を準備するなど、発注者に協力しなければならない。

３  受注者は、第1項に定めるところにより、目的物の検査を受けた場合は、その検査に合格したうえでなければ第12条（据付工事）および次条に定める引渡しをすることはできない。
第１５条（引渡し）　受注者は、契約書類に定める納期までに次条に定める検査が完了するよう、物品の納入または据付（調整）を行なわなければならない。

２  受注者は、物品の納入または据付（調整）完了にあたっては、納品書および発注者が必要と認める証明書類を発注者に提出しなければならない。

３  発注者は、次条に定める検査合格を確認した後、物品の引渡しを受けるものとし、前項の書類を全て受領したことを発注者が確認した時点で検収を行なったものとする。

第１６条（引渡しに伴う検査）　受注者は、物品の引渡しにあたっては、契約書類に定める検査及びその他必要な検査に合格しなければならない。また、受注者以外の責により検査の合格が遅れた場合、発注者は検査に合格するまで引渡しを受けないものとし、これについて受注者は異議なく承諾する。
２  諸法令その他により官公署の検査を必要とする場合には、これらに合格しなければならない。

３  前2項の検査に合格しない場合には、受注者は、発注者の指示する期間内に代品の納入または補修を行ない、再度検査を受け合格しなければならない。この場合、受注者が発注者から必要な追加材料の支給を受けた場合は、受注者はその費用を発注者に支払う。不合格品については、受注者は直ちにこれを引取らなければならない。受注者が引取らない場合、発注者は受注者に代りこれを返還し、または第三者に保管させることができる。

４  発注者の実施する検査は、受注者またはその代理人の立会の下に発注者の係員を検査員として、契約書類に定める検査項目について行なう。受注者またはその代理人が立会をしない場合は、欠席のまま検査を行ない、この場合、受注者は、その検査方法および結果について異議を申し立てることはできない。

５  受注者は、発注者の行なう試験、検査に対して必要な援助を行なう。

６  発注者は、契約書類に受注者が行なうと規定されている試験、検査に立会うことができる。

７  前各項に要する費用は、発注者の通常経費を除き、一切受注者の負担とする。

第１７条（引渡しに伴う説明・報告）　受注者は、物品の引渡しにあたっては、発注者がその物品を使用するについて必要な情報を提供し、かつその使用・取扱について十分な説明を行なわなければならない。
２  物品の納入に関して受注者が輸送・据付工事・調整等の役務を提供する場合には、発注者の求めにより、その経過および結果を報告しなければならない。

第１８条（支払）　支払は、本項各号の支払条件のうち、契約書類記載の条件に基づき行なうものとする。

(1)  「検収払」を支払条件とした場合は、検収（月末締切）後翌月末に物品代および消費税額等を支払う。

(2)  「分納検収払」を支払条件とした場合は、分割納入の都度、納入された物品代および消費税額等を検収（月末締切）後翌月末に支払う。

(3)  その他の支払条件の場合は、別に定めるところによる。

２  延滞補償条件を付した契約において、物品の引渡しが納期に遅延し、その理由が受注者の責に帰すべきものであるか否かが、対価の支払をするときまでに決定しない場合、発注者は、第23条（納期遅延に対する処置）第3項に定める延滞補償金に相当する金額を留保して支払をすることができる。
３  発注者が必要と認める場合には、発注者が受注者に支払うべき対価その他の金銭債務と受注者が発注者に支払うべき金銭債務とを相殺することができる。
第１９条（保証）　受注者は、第15条（引渡し）に定める引渡しの日から起算して2年以内（別に定めるものを除く。）に、契約書類に示された品質、性能等の条件を満足しないことが発見された場合、または受注者の責任（引渡しに伴う説明の不備、不足を含む。）に基づく事故が生じた場合、発注者の要求により無償でその修補・取替または金銭による賠償を行なう。なお、発注者が無償修補・取替とともに金銭による賠償請求をした場合は、受注者はその責を負う。

２  前項により、発注者が修補・取替の要求を行なった場合に、受注者が発注者の定める期間内に修補・取替を行なわない場合には、発注者は受注者に代わってこれを修補・取替することができる。この場合、その費用は受注者の負担とする。

３  第1項の契約書類に示された品質､性能等の条件を満足しない場合または受注者の責任に基づく事故が生じた場合、これにより生じた損害については、受注者は発注者に対して賠償の責を負う。

４  第1項により受注者が修補・取替を行なった部分およびその関連部分については、第1項の保証期間を更新して、修補・取替を行なった時点から更に第1項に定める期間とし、その後も同様とする。
５  第1項の規定は、契約書類に示された品質、性能等の条件を満足しないことが、発注者の支給材料の性質または発注者の指示により生じたものであることが明らかな場合は､これを適用しない｡但し､受注者が､その材料または指示が不適当であることを知りながら､これを発注者に通知しなかった場合はこの限りでない。

第２０条（アフターサービス）　受注者は、発注者に納入した物品について、発注者が設備運転・保守を行なう際に必要とする技術資料等の提供、要員の派遣ならびに物品の部品について供給が継続できるように発注者に協力するものとする。
２  受注者は、発注者に納入した部品の製造を中止する場合は、事前に発注者に申し出るとともに、発注者の設備運転・保守に支障を与えないよう配慮するものとする。

第２１条（賃金・物価の変動に基づく契約価格の補正）　賃金および物価の変動を理由とする契約価格の補正は、原則として行なわないものとする。

第２２条（契約内容の変更）　発注者は、関係官庁の指示、命令または法令等による場合の他、発注者の都合により、契約した規格、仕様書、図面、数量、受渡場所、納期その他の契約内容を変更することができる。この場合、発注者が必要と認めた場合は、契約価格を変更することがある。

第２３条（納期遅延に対する処置）　受注者は、所定の納期までに物品の引渡しを行なうことができない場合は、直ちにその理由、引渡しの予定日等を文書をもって発注者に通知し、指示を受けなければならない。

２  発注者が天災その他不可抗力であると認めた理由によって、受注者が所定の納期までに物品の引渡しを行なうことができない場合には、発注者が相当と認める日数について納期の延期を認めることがある。

３  発注者が注文書においてその契約に延滞補償条件を付した物品について、受注者の責に帰すべき理由によって所定の納期までに物品の引渡しを行なうことができなかった場合には、発注者は、所定の納期の翌日から起算して物品の引渡しを受けた日までの日数について１日につき契約価格の10,000分の4に相当する金額を延滞補償金として徴収するものとする。この場合、延滞補償金の徴収によって、発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げないものとする。

第２４条（危険負担）　物品の滅失、毀損等の危険負担は物品の引渡しによって移転するものとする。
第２５条（一般的損害の負担）　契約に関連して発注者または受注者に損害が生じた場合は、受注者がその一切の負担を負うものとする。但し、第26条（天災その他不可抗力による損害）第2項による場合はこの限りでない。
２  受注者が発注者の既設設備等に損害を与えた場合、受注者は、発注者の定める期間内に発注者の指示する方法で、受注者の負担において復旧しなければならない。ただし、これによって発注者の受注者への損害賠償請求を妨げないものとする。

３  受注者の責により発注者の工事関係者が負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合、受注者はそれに係わる損害賠償の責を負わなければならない。

４  受注者の工事関係者が負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合も第１項と同様とし、受注者が受注者の責任と負担において一切の処理を行なう。
第２６条（天災その他不可抗力による損害）　受注者は、天災その他不可抗力により、損害が発生した場合は、速やかにその状況を発注者に報告しなければならない。
２  前項の場合で、その損害が重大と認められる場合は、その負担について発注者および受注者が協議のうえ、発注者が認めたものについては、その一部を発注者が負担することがある。

第２７条（第三者の損害）　第三者に損害を及ぼした場合、あるいは第三者との間に紛争が生じた場合は、被害者との折衝、損害の賠償その他必要な措置はすべて受注者が自己の責任においてこれを行なうものとする。但し、発注者は、必要と認める場合は自らこれを行なうことができる。

２  前項の措置のために要した費用は、全額受注者の負担とする。但し、損害あるいは紛争の全部または一部が発注者の責に帰すべき理由により生じたことが明らかな場合は、発注者は、その責任の程度に応じ、これを負担するものとする。

３  損害あるいは紛争が発注者受注者いずれの責にも帰することができない理由により生じたことが明らかな場合、または発注者もしくは受注者の責に帰すべき理由により生じたことが明らかでない場合は、前項の費用は前項本文の規定に拘わらず、発注者および受注者が協議してその負担を定めるものとする。

第２８条（契約の解除）　発注者は、次の各号の一に該当する場合は、何等催告を要することなくいつでも契約の全部または一部を解除することができる。

 (1)  受注者が正当な理由なしに、納期内または納期経過後相当の期間内に物品の引渡しをする見込みがないと発注者が認めたとき。

(2)  契約の履行に関し、受注者が発注者の指示に従わず、またその職務の執行を妨げたとき。
 (3)  天災その他不可抗力等発注者受注者双方の責に帰すことのできない理由により、所定の納期内に物品の引渡しをする見込みがないと発注者が認めたとき。
 (4)  受注者に関して破産手続、民事再生手続、特別清算もしくは会社更生手続の開始決定の申立を自らなし、もしくは第三者から申し立てられた場合、または第三者からの仮差押、仮処分、差押、滞納処分等を申し立てられ、もしくは不渡処分を出すなどして信用状態が低下し、契約を継続することができないと発注者が認めたとき。
 (5)  第29条第2項に該当するとき。
(6)  受注者が契約の条項に違反し、契約の目的を達することができないと発注者が認めたとき。
２  前項により契約を解除した場合は、受注者は、発注者がすでに支払った代金がある場合は、これを返還するほか、契約解除によって発注者がこうむる損害を賠償するものとする。但し、その理由が前項第3号の場合は、この限りでない。
３  第１項により契約が解除された場合で、すでに納入された物品について発注者が必要と認めるものについては、発注者が所有権を得るものとし、受注者は、それを拒むことができない。この場合発注者は、契約条件および発注者の損害等を考慮した金額を代金として受注者に支払う。
４  第1項により契約が解除された場合、受注者が正当な理由なしに、発注者の指定する期間内に受注者所有の物件（前項により発注者が必要と認めたものを除く。）の引取を行なわない場合には、発注者は受注者に代わりこれを処分、廃棄することができ、受注者は何等異議の申立てをしないものとする。この場合、その費用は受注者が負担する。
５  契約解除と同時に、発注者が受注者に対して支払うべき債務は、受注者が発注者に対して支払うべき返還代金、賠償金、違約金等契約に係わる債務と対等額において何等の意思表示を要しないで相殺されたものとする。
６  第1項により契約が解除された場合、受注者は、発注者に対して損害賠償等一切の請求をすることができない。

第２９条（反社会的勢力への対応）　受注者は、受注者または受注者の下請負人およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者（下請負が数次にわたるときはその全てを含む）は次の各号に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1)　暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力（以下、まとめて「反社会的勢力」という）であること
(2) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(3)　自らまたは第三者を利用して、発注者または発注者の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いること
２  発注者は、受注者または受注者の下請負人およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者（下請負が数次にわたるときはその全てを含む）が前項の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに本契約の全部または一部を解除することができる。

なお契約解除の有無にかかわらず、発注者は受注者に対し、期間を定めて前項の各号の一に該当する者との契約解除その他関係解消に向けた是正措置を求めることができる。

３  受注者は、第１項の各号の一に該当する場合、発注者に対して、速やかに報告するものとする。
４  発注者は、第２項の規定により、個別契約を解除した場合には、受注者に損害が生じても発注者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により発注者に損害が生じたときは、受注者はその損害を賠償するものとする。
第３０条（契約に関する紛争の解決）　約款および契約の内容に疑義が生じたとき又は定めのない事項については、必要に応じ発注者および受注者が協議して解決するものとする。
第３１条（管轄裁判所）　約款および契約に関して万一紛争が生じたときは、その管轄裁判所は発注者の本店所在地を管轄する裁判所とする。

〔機密情報の取扱いについて〕
第１条（目的）　本取扱いは、関電プラント株式会社（以下「発注者」という。）と機器・装置および資材（以下「物品」という。）の購入契約（修理および改造を含む。以下「契約」という。）を締結する相手方（以下「受注者」という。）との間における契約を受注者が実施するにあたり、契約に係る機密情報の取扱いに関して必要となる事項につき定めることを目的とする。

第２条（基本的留意事項）　発注者及び受注者は、契約の実施にあたり、個人情報の保護に関する法律、不正競争防止法等の情報保護に関する諸法令（関連する官公庁のガイドラインを含む）の遵守に留意する。

第３条（定義）　本取扱いにおける機密情報とは、契約に基づき一方の当事者（以下、「情報開示者」という。）が他方の当事者（以下、「情報受領者」という。）へ開示又は提供した関係資料のうち、｢機密｣である趣旨が明示された情報及び個人に係る情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下｢個人情報」という。)又は、情報受領者が契約の業務遂行の過程もしくは結果、取得する情報開示者及び情報開示者への注文者の機密事項で次のものを含む情報をいい、口頭、文書、図面、電子データ、磁気データその他一切の形式によるものを含むものとする。

(1)　個人情報、なお、個人情報とは、「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定する個人情報をいうものとする。

(2)　図面、仕様書、設計手法、その他資料

(3)　工法に係る技術情報及び各種データ

(4)　情報開示者への注文者の工場内のレイアウト、製造設備、製造プロセス、制御システム、製品検査方法

２  前項に定める「機密」である趣旨の明示は、「秘」、「社外秘」、「取扱注意」等を明記することにより行うものとする。但し、明記できない場合は、口頭により行うものとする。

  ３  個人情報以外の機密情報について、第１項の定めに係らず以下の各号に該当することを情報受領者が証明した場合は、機密情報として取扱わないものとする。

　(1)  提供、貸与あるいは収集の時点で、すでに公知のもの又は開示等の後、情報受領者の責によらずして公知となったもの
　(2)  情報開示者が提供、貸与を行った時点で、すでに情報受領者自ら所有しているもの
　(3)  第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの

　(4)  情報開示者が提供、貸与を行った機密情報とは無関係に情報受領者が独自に開発したもの

第４条（機密保持）　情報受領者の機密情報の取扱いは、契約の目的の達成に必要な最低限の範囲の情報受領者の役員、従業員及び派遣社員（以下「従業者」という。）に行わせ、従業者以外の第三者に取扱わせ、又は提供・開示しないものとする。但し、第三者に開示する必要が生じた場合は、事前に情報開示者の承諾を得るものとする。

２  情報受領者は前項の開示等を受けた従業者にその在職中、退職後を問わず機密情報を保持させるため研修、機密保持誓約書の徴収等の機密情報の適切な管理に必要な措置を講ずるとともに情報開示者が請求した場合は、その結果を書面により速やかに報告するものとする。

３　 第１項の定めに係らず、情報受領者は、機密情報を弁護士、公認会計士及び税理士（以下「弁護士等」という。）に開示できるものとする。

第５条（目的外利用の禁止）　情報受領者の機密情報の取扱いは、契約の目的の達成に必要な範囲内に限って利用し、必要な範囲を超えて機密情報の記録物を加工又は複製しないものとする。

第６条（法令等に基づく開示請求）　情報受領者は、機密情報に関して第三者より法令等に基づく開示請求を受け、これに基づき開示義務を負う場合であっても、速やかに情報開示者と協議の上、対応を決定するものとする。

第７条（知的財産権）　情報開示者から情報受領者への機密情報の開示、提供は、著作権、特許権等の知的財産権の移転･使用許諾を伴うものではない。

第８条（再委託）　契約の目的達成のため機密情報の取扱いを伴う業務を第三者に委託または委託を予定する必要がある場合は、第４条第１項の定めに係らず、必要な範囲の取扱いを委託できるものとする。但し、情報開示者が請求した場合は、情報受領者は書面により事前に承諾を得るものとする。

２  情報受領者が、前項の定めにより機密情報の取扱いを伴う業務を第三者に委託または委託を予定する場合(再委託先または再委託予定先が更に他の第三者に委託または委託を予定する場合を含む。)は、情報受領者は当該第三者に対して、本取扱いに定める情報受領者の義務と同等の義務を負わせるものとする。

第９条（安全管理）　情報受領者は、善良なる管理者の注意をもって機密情報を管理し、漏えい、滅失又は毀損の事故を防止するため、管理体制及び取扱いに関する管理基準を整備して、取扱い権限者の限定、保管場所の立入り制限・施錠保管・閲覧利用の際の権限外の者のアクセスの防止(データファイルへのパスワードの設定、暗号化等含)、アクセスの記録、バックアップ等の必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。

２  情報受領者は、前項で定める機密情報の適切な安全管理を行うために必要な措置を講じた資料等のみ、契約の業務遂行に必要な場所に限り持ち出しできるものとする。

３　情報受領者は、契約の業務遂行にあたり、コンピュータを使用する場合は、前項に加えて情報受領者の従業者が個人的に所有するコンピュータ等、情報受領者が機密情報及びその他の情報(機密情報を含み契約成立の前後を問わず情報受領者が情報開示者から提供を受けた情報及び貸与を受けた関係資料並びに業務遂行の過程及び結果、取得した情報をいい、口頭、文書、図面、電子データ、磁気データその他一切の形式によるものを含む。以下「業務情報」という。)の適切な安全管理を行うために必要な措置を講じていないコンピュータにおいて業務情報を一切取扱わせないものとする。また、情報開示者の承諾を得て第三者(第８条第２項に従って第三者に業務を再委託した場合も含む。)に業務情報を開示した場合も当該第三者に同様の安全措置を講じさせるものとする。

４　情報受領者は、前各項に定める安全管理措置について、情報開示者が請求した場合は、その内容を書面により速やかに報告するものとする。

５　情報受領者は､契約の業務遂行にあたり、情報開示者からコンピュータを貸与された場合は、そのコンピュータの安全管理は情報開示者の指示するところによる。　又、情報開示者から貸与されたメールアカウント、ID､パスワード、その他の機密情報へのアクセス権についても情報開示者の指示するところにより安全に管理しなければならない。

６　情報開示者が個別に機密情報の管理に関する規定類を提示した場合は、その内容に従うものとする。

第１０条（従業者の監督）　情報受領者は、機密情報を取扱う全ての従業者に対して、本取扱いを遵守するよう適切な指導・監督を行うものとする。

２　 本取扱いの遵守に関して、情報開示者及び情報受領者は、情報管理に関する責任者を定め、必要に応じ書面により相互に通知するものとする。

第１１条（返還義務）　契約が終了した場合もしくは契約期間の中途であっても情報開示者から請求があった場合には、情報受領者は情報開示者から入手した一切の有形的な機密情報(電子データ、磁気データ及び機密情報の複製物を含む。)を直ちに引渡すものとする。

２   前項の定めに係らず、情報受領者の定めた保管期間終了までに、情報開示者が書面で保管期間を指定した場合は、これを保管期間とする。但し、情報受領者が情報開示者の指定した保管期間に異議を申し出かつ情報開示者がこれを承諾した場合は、両者協議で保管期間を決定できるものとする。

３   情報受領者は保管期間終了後、情報受領者が入手した有形的な機密情報（複製物を含む。）を、情報受領者の負担と責任において、裁断、焼却、電磁的記録媒体の物理的破壊又は電子データを復元できないように完全に消去する等の方法により確実に廃棄処分を行うものとする。但し、情報開示者が、廃棄処分結果を請求した場合は、情報受領者はその結果を書面により速やかに報告するものとする。
第１２条（立入調査）　情報受領者は、情報開示者が請求した場合、遅滞なく、書面により機密情報の取扱い状況に関する報告を行うものとする。

  ２   情報受領者は、情報開示者及び情報開示者への注文者が機密情報の適正な取扱いの確認のため必要があるとして申入れた場合は、機密情報の取扱い状況に関する立入調査の実施を承諾し、遅滞なく誠実に協力するものとする。

３   情報受領者が第８条第２項に従って情報開示者の承認を得て第三者に業務を再委託する場合、再委託先における取扱い状況を確認するため、情報開示者及び情報開示者への注文者が当該再委託先に機密情報の取扱い状況に関する立入調査の実施ができるものとし、そのために必要な措置を情報受領者は当該再委託先との間で実施するものとする。　

第１３条（事故発生時の報告義務）　漏えい、改ざん等、機密情報に対する不正行為が発生した場合には、情報受領者は直ちに情報開示者に書面により報告し、情報開示者からの事情聴取に応じるものとする。

第１４条（紛争発生時の責任負担）　情報受領者は、機密情報の取扱いに関して、第三者との間に紛争が発生した場合は、弁護士費用等の訴訟解決費用も含めてすべて情報受領者の責任と負担において解決するものとする。また、機密情報の取扱に関して、情報受領者の責めにより情報開示者と第三者との間で紛争が生じた場合も同様とする。

第１５条（損害の回復）　自己に責のないことを情報受領者が証明した場合を除き、情報受領者が本取扱いの定めに違反したために情報開示者に損害が発生した場合は、原因究明・損害回復に必要な措置をとり、経過を書面にて速やかに情報開示者に報告するとともに、情報受領者は情報開示者に対して賠償金を支払うものとする。

２   情報受領者が第９条第3項の定めに違反したために情報開示者に損害が発生した場合は、前項に規定の証明の有無に係らず、情報受領者は情報開示者に発生した損害を賠償しなければならない。また、第４条第3項の弁護士等への開示及び第８条第2項に従って情報開示者の承認を得て第三者に業務を再委託する場合も同様とする。

３   情報受領者が前各項に基づく義務を履行した場合であっても、取引停止等、情報開示者が相当と認める措置の実施は妨げられないものとする。

第１６条（存続条項）　契約の終了した場合でも、第４条、第５条、第６条、第１２条、第１３条、第１４条、第１５条については、効力を失わず存続するものとする。但し、個人情報以外の機密情報で情報受領者の責によらずして公知となったものについては、この限りではない。

第１７条（協議解決）　本取扱い及び契約に定めのない事項及び疑義が生じたときは、発注者及び受注者が協議して解決するものとする。
